
函館市食品衛生責任者講習会実施要領 

 

（目的） 

第１ この要領は，食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号。以

下「規則」という。）別表第１７第１号に規定する食品衛生責任者の資格お

よび講習会等に係る必要な事項を定め，食品衛生責任者制度を円滑に運用す

ることを目的とする。 

（講習会の名称） 

第２ 講習会の名称は，次のとおりとする。 

（１）規則別表第１７第１号ロ（３）に規定する講習会は，「函館市食品衛生

責任者養成講習会」（以下「養成講習会」という。）とする。 

（２）規則別表第１７第１号ハ（１）に規定する講習会は，「函館市食品衛生

責任者実務講習会」（以下「実務講習会」という。）とする。 

（講習会の内容） 

第３ 養成講習会および実務講習会の内容の詳細については，別表のとおりと

する。 

（講師の資格要件） 

第４ 第２各号に規定する講習会の講師は，食品衛生法施行令（昭和２８年政

令第２２９号）第９条第１項各号に規定する資格を有する者とする。 

   ただし，インターネットを利用した学習形態（ｅラーニング）により実

施される場合は，この限りではない。 

（指定講習会の実施計画） 

第５ 規則別表第１７第１号ロ（３）および規則別表第１７第１号ハ（１）に

規定する市長の指定した講習会（以下「指定講習会」という。）の実施機

関として指定された者（以下「指定実施機関」という。）は，毎事業年

度，指定講習会に係る実施計画書を作成し，当該事業年度開始前に（指定

を受けた日の属する事業年度にあっては，その指定を受けた後遅滞なく）

市長に届け出なければならない。 

２ 前項に規定する実施計画書は，次の事項を記載したものでなければならな

い。 

（１）講習会の開催場所 

（２）開催期日および日程 

（３）受講予定人員 

（４）講習課目，時間数および講師 

（５）講習会開催に関する周知方法 

３ 前項第４号の講師に係る事項は，講師の氏名および略歴を記載した書類な

らびに第４に規定する要件を備えていることを明らかにした書類とする。 

（指定講習会の休止および廃止） 

第６ 指定実施機関は，市長の承認を受けなければ，指定講習会を休止し，ま

たは廃止してはならない。 



２ 前項の規定による指定講習会の休止または廃止の承認申請は，別記第１号

様式により行うものとする。 

（報告書の提出） 

第７ 指定実施機関は，当該年度のすべての指定講習会を終了したときは，速

やかに実施結果を別記第２号様式により市長に報告しなければならない。 

（指定の取消し） 

第８ 市長は，指定実施機関が次の各号のいずれかに該当する場合は，指定を

取り消すことができる。 

（１）指定講習会の実施について不正の行為をした場合 

（２）指定講習会を適正かつ確実に行うことができないと市長が判断した場合 

（修了証の交付等） 

第９ 指定実施機関は，指定講習会の所定の課程を修了した者に，修了証（養

成講習会にあっては別記第３号様式，実務講習会にあっては第４号様式）を

交付するとともに，指定講習会受講者に関する事項を記載した台帳（別記第

５号様式）を作成し，保管しなければならない。 

２ 指定実施機関は，指定講習会の所定の課程を修了した者から修了証の破損

もしくは紛失による再交付の申請を受けた場合は，当該修了証の再交付を行

わなければならない。 

（報告の聴取） 

第１０ 市長は，指定実施機関に対し，指定講習会の実施に係る業務および経

理の状況に関し，必要な報告を求め，または必要な指示をすることができ

る。 

   附 則 

１ この要領は，平成１７年１０月７日から施行する。 

２ この要領の施行前に北海道食品衛生責任者養成講習会を受講した者は函館

市食品衛生責任者養成講習会を受講したものとみなす。 

 

   附 則 

 この要領は，平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は，令和３年６月１日から施行する。ただし，別表に規定する講

習会の必修課目および講習時間に係る規定は，令和３年４月１日から施行す

る。 

 

   附 則 

 この要領は，令和３年９月１日から施行する。 

 

  



 

別表 

 養成講習会 実務講習会 

必修課目・講習

時間 

・食品衛生学    ２.５時間 

・食品衛生法         ３ 時間 

・公衆衛生学    ０.５時間 

・確 認 試 験      ― 

・衛生法規，食品衛生学等 

        １.５時間    

・食品衛生に関する最新の知見等 

        ０.５時間 

受講頻度 ・ 食品衛生責任者の資格にかかる有 

 効期間は永年であるため，受講は１ 

 回限りとする。 

・ 食品衛生法（昭和２２年法律第 

２３３号）第５５条に規定する営業

許可の有効期間内に１回以上とす

る。 

・ なお，食品衛生法第６８条第３ 

 項において準用する場合の受講の 

頻度は，同法第５７条の規定によ 

る届出後，８年以内ごとに１回以 

上とする。 

備考 ・ 規則別表第１７第１号ロに該当す 

る者は，食品衛生責任者の資格があ 

るため，養成講習会の対象者から除 

く。 

・ 実務講習会の対象となる食品衛 

 生責任者について，市が実施・指 

 定する実務講習会と同等以上の内 

 容を有すると認められる講習会の 

 受講を確認した場合は，実務講習 

会受講対象から除くものとする。 

 

 

 

 

 



別記第１号様式（第６関係） 

 

講習会休止（廃止）申請書 

 

年  月  日 

 

 函 館 市 長 様 

 

         団 体 所 在 地 

          団    体   名 

                 代   表   者   名 

 

 函館市食品衛生責任者講習会実施要領第６第２項の規定に基づき，函館市

食品衛生責任者講習会の休止（廃止）について申請します。 

 

記 

 

１ 講習会名 

２ 休止しようとする年月日または期間もしくは廃止しようとする年月日 

３ 休止または廃止の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第２号様式（第７関係） 

 

講習会実績報告書 

 

年  月  日 

 

 函 館 市 長 様 

 

         団 体 所 在 地 

         団    体   名 

                 代   表   者   名 

 

 函館市食品衛生責任者講習会実施要領第７の規定に基づき，指定講習会の

実施結果について下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 名称 

２ 実施期日 

３ 実施場所 

４ 受講者数 

５ 修了証交付数 

６ 修了者一覧 

 

 

 

 

 

 

 



別記第３号様式（第９関係） 

養成第  号 

食品衛生責任者養成講習会修了証 

 

 

                        受 講 者 氏 名   

                       年  月  日生 

 

 食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号）別表第１７第１号ロ

（３）に規定する都道府県知事等が適正と認める講習会において，所定の課

程を修了したことを証します。 

 

記 

 

１ 受講年月日 

２ 受 講 地 

 

       年 月 日 

 

                       指定実施機関名 

                                    代 表 者 名    印 

 

 

（ 年 月 日 函保生指定） 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式（第９関係） 

実務第  号 

食品衛生責任者実務講習会修了証 

 

 

                        受 講 者 氏 名   

                       年  月  日生 

 

 食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号）別表第１７第１号ハ

（１）に規定する都道府県知事等が認める講習会において，所定の課程を修

了したことを証します。 

 

記 

 

１ 受講年月日 

２ 受 講 地 

 

       年 月 日 

 

                       指定実施機関名 

                                    代 表 者 名    印 

 

 

（ 年 月 日 函保生指定） 

 

 

 

 



別記第５号様式（第９関係）

修了証書
交付番号

ふ り が な

氏　　　名
生　年　月　日 住　　　　所 受講年月日 受講場所 摘　　要

食品衛生責任者（養成・実務）講習会受講者台帳


